
仙台市感染症拡大防止協力金
（令和2年12月要請分※）

申請の手引き

令和3年1月12日時点版

仙台市

新型コロナウイルス関連給付金を装った詐欺にご注意ください。

• 令和3年1月12日午後10時からの営業時間短縮要請（令
和3年1月要請分）に関する協力金の申請手続きは、別途
必要となりますので、改めてご案内いたします。

• 感染症拡大防止協力金（令和2年12月要請分）は他の補

助金・給付金とは関係がありませんので、他の補助金・給
付金の受給を受けている場合も申請できます。

※営業時間短縮要請の対象期間

令和2年12月28日午後10時～令和3年1月12日午前5時

申請書提出締切 令和3年2月12日（金）消印分まで
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仙台市感染症拡大防止協力金（令和2年12月要請分）の概要

仙台市感染症拡大防止協力金とは？

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県が行う営
業時間短縮の要請に協力いただいた飲食店等に対して、協
力金を支給するものです。

給付額

６０万円×対象店舗数

１．申請方法
（１）郵送
（２）申請書作成支援窓口にて提出

※お問い合わせ専用ダイヤルから事前予約の上お越しください。

２．申請期間（当日消印・窓口提出）
令和３年１月１２日（火）から令和３年２月１２日（金）

申請に関する相談等

１．お問い合わせ専用ダイヤル
０２２－２１４－７３２５ 平日 ９：００～１７：００

２．申請書作成支援窓口（お問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制）

スマイルホテル仙台国分町 ３階 もくれん
仙台市青葉区一番町４－３－２２
令和３年１月１２日（火）から令和３年２月１２日（金）
平日９：３０～１６：３０
※窓口にはマスク着用の上、お越しください。

申請方法・申請期間
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給付対象となる事業者の方

次の全てに該当する事業者の方が申請可能です。

（１）協力要請の対象区域内で食品衛生法の営業許可を取得し
ている以下の対象店舗を運営していること。

対象区域：仙台市青葉区国分町二丁目、同区一番町四丁目

対象店舗：①接待を伴う飲食店
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗

②酒類を提供する飲食店（カラオケ店等を含む）

※令和2年12月27日以前から対象店舗での営業の実態があり、申請時点におい
て営業を継続していることが必要となります。

（２）協力要請の対象期間全てにおいて、全ての対象店舗が営業
時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。

対象期間：令和２年１２年２８日午後１０時から令和３年１月１２日午前５時まで

要請内容：午前５時から午後１０時までの営業時間短縮

※「全面的な協力」とは、令和2年12月28日（月曜日）午後10時から令和3年1月12

日（火曜日）午前5時の期間中、全ての日において午前5時から午後10時までの
時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象店舗を運営
している場合は、全ての対象店舗において時間短縮営業にご協力いただくこと
が必要です。１つでも要請に協力いただけない場合は支給できません。

※令和2年12月27日以前から、午後10時から翌日午前5時を含む時間帯に営業し
ていた対象店舗が、対象期間中午前5時から午後10時の時間の範囲内で営業
を行うことが要件です。令和2年12月27日以前から、午前5時から午後10時まで
の時間の範囲内で営業している場合は、対象外となります。

（３）宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示
等をしていること。

※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得して利用者が見やすい場所
に掲示していただくことが必要です。

※宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を取得の他、業種毎に定められた
ガイドライン・「仙台市感染拡大防止ガイドブック」等を確認し、感染防止対策を
十分に実施した上での営業をお願いします。

（４）対象店舗において、営業に関する必要な許認可等を取得し
ていること。
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申請に必要な書類

申請にあたり次の書類を提出してください。

（１） 交付申請兼実績報告書（様式第１号）

（２）時間短縮営業を行った店舗情報シート（様式第１号別紙）

※申請店舗分必要です

（３） 交付請求書（様式第５号）

（４）-１ 飲食店営業許可書の写し

※申請店舗分必ず提出が必要です

（４）-２ 風俗営業等営業許可書の写し

※申請店舗のうち風俗営業等営業許可が必要な店舗は必ず
提出が必要です

（５）店舗の外観（店舗名が確認できるもの）写真【（２）に貼り付け】

（６）営業時間短縮の実施状況がわかるもの【（２）に貼り付け】

※営業時間短縮の実施について告知するチラシ等を店頭に貼りお客
様にお知らせしている様子を写真に収めたもの、店舗のホームペー
ジやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等

（７）宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」を申請店舗
に掲示している様子がわかる写真【（２）に貼り付け】

（８）申請者（法人の場合は代表者）の本人確認書類の写し

（９）申請者（法人の場合は法人名義）の銀行口座通帳の写し

※オモテ面と通帳を開いた１・２ページ目の写し（金融機関名、支店名、
口座種類、口座番号、口座名義人名、口座名義人名フリガナが確
認できるもの）
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申請書の記入方法（１枚目）

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

4

【法人のみ】国税庁から通知された13
桁の法人番号を記入してください。
※わからない場合は国税庁「法人番号
公表サイト」から検索できます。

市からの連絡が取れる連絡先・担当者を
記入してください。連絡は主に平日の午前
9時から午後5時の間に行います。
※連絡先の記入は必須です。

申請者の住所・法人名等を漏れなく記
入してください。
※部屋番号まで記入してください。

押印漏れがないようご確認く
ださい。（２箇所）

法人の場合、“代表者名印”
にて押印をお願いします。

押印漏れがないようご確認く
ださい。（２箇所）

法人の場合、“代表者印（法
人実印）”にて押印をお願い
します。



申請書の記入方法（２枚目）

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。
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誓約事項をご確認いただき、同意
チェック欄にチェックを入れてください。

※誓約事項に同意いただけない場合
は協力金の支給はできません。

県の時短要請に全面的に協力したご自身が運営(経
営)する店舗数を記載してください。

県の時短要請に全面的に協力したご自身が運営(経
営)する店舗数×60万円で記載してください。



店舗情報シートの記入方法（１枚目）

※複数店舗で申請する場合は店舗情報シートを申請店舗分作成して
添付してください。

6

点線枠の中を全て記入し写真等を添付してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

店舗の名称（フリガナ含む）、所在地を記入してください。
※所在地はビル名まで記載してください。
※営業許可書と一致している必要があります。

時短要請対象となっている
どちらの店舗に該当するか
チェックしてください。

※接待を伴う営業を行って
いる飲食店の場合は、酒
類の提供を行っている場
合も「接待を伴う営業を
行 っている飲食店 」 に
チェックを入れてください。

店舗の入り口・
店舗名等が読
み取れる外観
写真を貼り付
けてください

※入居ビルの
写真や入居ビ
ル入り口の看
板の写真では
不可とします。

令和2年12月27

日以前の営業時
間を記載してくだ
さい。

対象期間中の営
業時間を記載し
てください。

対象期間中に休
業した日がある場
合はこちらに記載
してください。



店舗情報シートの記入方法（２枚目）
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点線枠の中を全て記入し写真等を添付してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

※複数店舗で申請する場合は店舗情報シートを申請店舗分作成して
添付してください。

ポスターが
写っているこ
と。

ポスターを取
得し掲示して
いる場合は
チェックしてく
ださい。

時短の状況がわかること
が必要です（営業時間が
わかること等)

営業時間の短
縮をお客様に
告知しているこ
とがわかるもの
（営業時間がわ
かるチ ラシ を
貼った入り口の
写真、 SNS投

稿のスクリーン
ショットの写し
等）を添付してく
ださい。

宮城県の「新型コロ
ナ対策実施中ポス
ター」が掲示されて
いる様子がわかる
写真を添付してくだ
さい。



複数店舗で申請を行う場合

２店舗以上で申請を行う場合は申請書は１枚（２ページ）、
店舗情報シート（２ページ）は申請店舗分作成して添付してください。

【 申請書 】
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【 店舗情報シート１店舗目分 】

【 店舗情報シート２店舗目分 】

交付額は店舗数×６０万円
で記載

申請する店舗数を記載
↓

店舗情報シートを店舗数分作成



交付請求書の記入方法
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点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

通帳から転記(ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・店番・口座番号」を記載してください）。

！記入しないこと！

申請者の住所・法人名等を漏れなく記
入してください。
※部屋番号まで記入してください。

！記入しないこと！

押印漏れがないようご確認くださ
い。（２箇所）

法人の場合、“代表者名印”にて
押印をお願いします。

押印漏れがないようご確認くださ
い。（２箇所）

法人の場合、“代表者印（法人実
印）”にて押印をお願いします。



添付書類について（営業許可書）

営業にあたり必要な許可を取っていることの確認のため、申請す
る店舗ごとに営業許可書の写しを提出いただきます。

飲 食 店 営 業 許 可 書

※全ての店舗分提出

風俗営業等営業許可書
※風俗営業等許可が必要な店舗は提出

申請者の名義になっている必要があります。

令和2年12月27日

以前に取得し、申
請時点で有効期限
内である必要があ
ります。

申請者の名義になっている必要があります。

【申請書等の内容と営業許可書の記載事項が異なる場合の特例】

申請者名と営業者名が異なる場合

※売上計上等は法人で行っているが、営業許可は店長名で取得している等特
段の事情がある場合に限ります。
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営業許可書上の名義人と申請者の双方の自署または記名・押印の
ある「名義人が異なることの申立書（任意様式）」を併せて提出してく
ださい。

名義変更・更新・再発行等の手続き中の場合

名義変更手続き中等の理由で申請書と営業許可書の記載事項が異
なる場合は、現在の営業許可書と更新等手続きの受理を証明するも
のを併せて提出してください。営業許可書を紛失し再発行手続き中
の場合は受理証明のみを提出してください。

店舗情報シートの店舗種別欄で『接待を伴う営業を行っている飲食店』にチェックを入れた場合は必ず提出が
必要になります。飲食店営業許可書と併せて添付忘れなきようお願いします。

手続き忘れ等で名義等が異なる場合は申立書の提出では協力金は申
請できません。適切に手続きを行った上で申請をお願いします。

名称・屋号が店舗情報シート
に記載されているものと一致
している必要があります。

所在地が対象区域
（国分町二丁目、一
番町四丁目）になっ
ている必要がありま
す。

名称・屋号が店舗情報シート
に記載されているものと一致
している必要があります。

所在地が対象区域
（国分町二丁目、一
番町四丁目）になっ
ている必要がありま
す。



感染防止対策の実施について

協力金の申請には感染防止対策を実施が要件になっています。
感染防止対策実施状況について宮城県『新型コロナ対策実施
中ポスター』を取得・掲示していることをもって確認させていただ
きます。

※宮城県『新型コロナ対策実施中ポスター』の見本

詳細は、宮城県食と暮らしの安全推進課(０２２－２１１－２６４３)

にお問い合わせください。

仙台市が発行している『感染防止想いやり宣
言』ポスターのみの掲示では協力金の支給は
できません。

必ず宮城県発行の『新型コロナ対策実施中ポ
スター』の取得・掲示をお願いします。

宮城県『新型コロナ対策実施中ポスター』は、下記ホームページ
から申込及びダウンロードが可能です。

URL： https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/kansenboushisengen.html

※宮城県のトップページより次のとおり進むと該当ページになります。
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【ご注意ください！】



よくあるお問い合わせ

インターネットを利用できる環境がない場合でも宮城県「新型コロナ対策
実施中ポスター」を入手する方法はありますか？

インターネットをご利用いただけない方は宮城県庁窓口での手続きも可能です。
詳細は、宮城県食と暮らしの安全推進課(０２２－２１１－２６４３)にお問い合わせ
ください。

本社は県外にありますが、協力金の対象となりますか？

対象区域に対象店舗を運営し、感染防止対策を含め、協力要請に全面的にご
協力いただいた場合には、対象になります。

大企業や社団法人、財団法人、特定非営利活動法人（NPO法人） 、個人
事業主は協力金の対象となりますか？

対象店舗を運営する等要件を満たせば協力金の対象となります。

従前から 酒類を提供していない飲食店は 協力金の対象となりますか？

酒類を提供していない飲食店は、原則として時短営業要請の対象外となるため
時短営業を行っても協力金の対象となりません。風営法第２条第１項第１号に基
づく許可を受け営業している“接待を伴う飲食店”は酒類の提供の有無に関わら
ず対象となります。

午後９ 時まで営業している店舗が 午後８ 時までの時短営業をした場合
協力金の対象となりますか？

通常午後１０ 時から午前５時の間に営業していない店舗は時短営業要請の対
象外となるため時短営業を行っても協力金の対象となりません。

※その他、仙台市ホームページ、宮城県ホームページに掲載している

『よくあるお問い合わせ』『新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
FAQ（宮城県作成）』をご確認ください。
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